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はじめに (p1) 
かずさ水道広域連合企業団（以下「当広域連合企業団」という。）は、

上烏田浄水場配水池等整備ＤＢ事業（以下「本事業」という。）につい

て、民間事業者のノウハウ・アイデア・技術力・マネジメント力を最大

限に活用することを目的とし、効率的かつ効果的に本事業を行うため、

設計・施工を一括して実施するＤＢ（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ）方式

により発注する。 

この実施方針は、本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）

の選定を行うに当たり、必要な事項を定めるものである。 

なお、この実施方針は、令和６年２月に開催を予定する「上烏田浄水

場配水池等整備ＤＢ事業 事業者選定委員会」での審議により、変更と

なる可能性がある。 

 

２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

（２） 本事業の契約までのスケジュール (p3) 
本事業の契約までのスケジュールは、以下の表のとおりとする。

なお、具体的な日程については募集要項等に示す。 
日程 実施予定事項 

令和６年１月９日（火） 実施方針（案）の公表 

令和６年１月９日（火） 実施方針（案）に関する意見の受付開始 

令和６年１月１９日（金） 実施方針（案）に関する意見の受付締切 

令和６年１月２２日（月）から 

令和６年１月２６日（金） 
現地説明会 

以下略 

 

はじめに (p1) 
かずさ水道広域連合企業団（以下「当広域連合企業団」という。）は、

上烏田浄水場配水池等整備ＤＢ事業（以下「本事業」という。）につい

て、民間事業者のノウハウ・アイデア・技術力・マネジメント力を最大

限に活用することを目的とし、効率的かつ効果的に本事業を行うため、

設計・施工を一括して実施するＤＢ（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ）方式

により発注する。 

この実施方針は、本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）

の選定を行うに当たり、必要な事項を定めるものである。 

なお、この実施方針は、令和６年２月に開催を予定する「上烏田浄水

場配水池等整備ＤＢ事業 事業者選定委員会」での審議により、変更と

なる可能性がある。 

 

２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

（２） 本事業の契約までのスケジュール (p3) 
本事業の契約までのスケジュールは、以下の表のとおりとする。

なお、具体的な日程については募集要項等に示す。 
日程 実施予定事項 

令和６年１月９日（火） 実施方針（案）の公表 

令和６年１月９日（火） 実施方針（案）に関する意見の受付開始 

令和６年１月１９日（金） 実施方針（案）に関する意見の受付締切 

令和６年 1 月下旬 現地説明会 

以下略 
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（３） 委員会の設置 (p4) 
提案内容の審査及び優先交渉権者の選定については、学識経験者

及び有識者等により構成されるかずさ水道広域連合企業団上烏田

浄水場配水池等整備ＤＢ事業事業者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）で行うものとする。 

なお、委員会の委員は、優先交渉権者選定結果の公表にて示すも

のとし、それまで非公表とする。 

優先交渉権者の決定までの間に、委員及び事務局担当者等、本事

業の関係者に対し、事業者選定に関して自己に有利になるための接

触、働きかけを行った場合、当該応募者は参加資格を失う。 

 

イ 配管工事企業の応募資格要件 (p8) 
（ウ）単独企業もしくは構成企業は、社団法人日本水道協会の配水管

技能者名簿（大口径管）に登録された者（配水管技能者、３ヶ

月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にある者）が１名以上在籍

し、本事業に専任で配置できるものとすること。（監理技術者、

主任技術者、現場代理人との兼務可）ただし、当該技術者は協

力企業でも良いものとする。 

 

エ 設計業務企業の応募資格要件 (p8) 
（イ）設計企業は、平成２０年４月１日から令和５年３月３１日までの

期間に完成した１池当たりの有効容量が３，４００ｍ３以上の配

水池の実施設計（新設又は更新）の実績を有していること。但し、

ＰＣ構造を提案する場合は、ＰＣ構造の水槽構造物の実施設計（新

設又は更新）の実績を有していること。 

（３） 委員会の設置 (p4) 
提案内容の審査及び優先交渉権者の選定については、学識経験者

及び有識者等により構成されるかずさ水道広域連合企業団上烏田

浄水場配水池等整備ＤＢ事業事業者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）で行うものとする。 

なお、委員会の委員は、優先交渉権者選定結果の公表にて示すも

のとし、それまで非公表とする。 

優先交渉権者の決定までの間に、委員及び局担当者に対し、事業

者選定に関して自己に有利になるための接触、働きかけを行った場

合、当該応募者は参加資格を失う。 

 

イ 配管工事企業の応募資格要件 (p8) 
（ウ）単独企業もしくは構成企業は、社団法人日本水道協会の配水管

技能者名簿（大口径管）に登録された者（配水管技能者、３ヶ

月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にある者）が１名以上在籍

し、本事業に専任で配置できるものとすること。（監理技術者、

主任技術者、現場代理人との兼務可）ただし、当該技術者は協

力企業でも良いものとする。 

 

エ 設計業務企業の応募資格要件 (p9) 
（イ）設計企業は、平成２０年４月１日から令和５年３月３１日まで

の期間に完成した１池当たりの有効容量が３，４００ｍ３以上

の配水池の実施設計（新設又は更新）の実績を有していること。 
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